
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新   旧   対   照   表 

 

 

 

 

 



＜（別表第１２）供給区域等＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

（別表第１２）供給区域等 

 

この別表第 12は、2025年 5月１日から実施いたします。 

 

１．供給区域 

 

 

変  更 

 （別表第１２）供給区域等 

 

この別表第 12は、2025年 5月 20日から実施いたします。 

 

１．供給区域 

 

 

＜１．供給区域（１）東京地区等＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

栃 木 県 宇都宮市 

明保野町  

・・・ 

平松町１丁目，平松町２丁目，平松町３丁目，平松町４丁目 

・・・ 

若松原２丁目（ただし、市道 788号線以南，1095番４，1095番 83，1095番 105～

107，1095番 131，1095番 175～178，1095番 193～194を除く。） 

 

 

 

変  更 

 

 栃 木 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市 

明保野町  

・・・ 

平松１丁目，平松２丁目，平松３丁目，平松４丁目 

・・・ 

若松原２丁目（ただし、市道 788号線以南，1095番４，1095番 83，1095番 105～

107，1095番 131，1095番 175～178，1095番 193～194を除く。） 

 

＜１．供給区域（2）群馬地区他＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

群 馬 県 前橋市 

青葉町  

・・・ 

力丸町 

六供町 

六供町１丁目，六供町２丁目，六供町３丁目，六供町４丁目，六供町５丁目 

若宮町１丁目，若宮町２丁目，若宮町３丁目，若宮町４丁目 

 

 

 

 

 

削  除 

 

 群 馬 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前橋市 

青葉町  

・・・ 

力丸町 

六供町１丁目，六供町２丁目，六供町３丁目，六供町４丁目，六供町５丁目 

若宮町１丁目，若宮町２丁目，若宮町３丁目，若宮町４丁目 

 


